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はじめに 

 

 

人口、産業が集中する近畿圏において、廃棄物の最終処分場の確保が極めて困難な状況にあることか

ら、大阪湾に最終処分場を確保し広域の廃棄物を処理するため、昭和 57 年３月に「大阪湾広域臨海環

境整備センター」（以下「大阪湾センター」という。）が設立され、大阪湾圏域広域処理場整備事業が進

められることになった。 

大阪府域においては、平成４年１月に泉大津沖処分場の供用が開始されて以降、大阪、堺、泉大津の

３基地の施設整備が順次行われ、廃棄物埋立処分事業が本格的に実施された。 

さらに、大阪沖処分場については、平成 11年 12月に環境アセスメント手続きが終了し、公有水面埋

立免許が平成 13年７月に認可された。同年 10月に着工され、平成 21年 10月より廃棄物の埋立処分を

行っている。 

「大阪湾圏域広域処理場整備事業に係る大阪府域環境保全協議会」は、当該事業の実施にあたって、

最終処分場、積出基地周辺（和歌山基地を除く）の環境監視及び環境保全対策の実施に関し、大阪湾セ

ンターを指導することにより、地域住民の生活環境の保全を図ることを目的として、平成元年７月に設

置された。また、大阪沖処分場の着工に伴い、同処分場を本協議会の監視対象施設に加えるとともに、

協議会の効率的な運用を図るため、平成 14年５月に設置要綱の改正を行った。 

泉大津沖処分場の環境監視については、大阪湾センターが「処分場及び積出基地の供用に係る環境監

視計画」に基づき、また、大阪沖処分場の環境監視については大阪湾センター、大阪市及び近畿地方整

備局が「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画書」に基づき、水

質、大気質等についての調査を実施し、各事業による環境影響の未然防止に努めている。 

本報告書は、大阪湾センター等が実施した令和６年度の環境監視調査結果について環境保全上の見地

から検討し、とりまとめたものである。 
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第１章  協議会の活動状況 

 

令和６年度の協議会の活動状況は次のとおりである。 

 

１－１ 会議の開催等 

 

 

令和６年 10月 16日  事業者がとりまとめた「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建

設事業に係る事後調査報告書（年報）（令和５年度）」を協議会構成員に送付

した。 

 

令和６年 10月 21日  事業者がとりまとめた泉大津沖処分場等に係る「令和５年度 環境監視調

査（大阪府域）報告書」を協議会構成員に送付した。 

 

令和６年 11月 26日  事業者がとりまとめた「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建

設事業に係る事後調査報告書（年報）（令和５年度）」及び泉大津沖処分場等

に係る「令和５年度 環境監視調査（大阪府域）報告書」を府政情報センタ

ー等において公開した。 

 

令和６年 12月３日  大阪湾圏域広域処理場整備事業に係る大阪府域環境保全協議会を開催し、

事業者が行った環境監視結果（令和５年度）の内容を評価した「環境監視結

果令和５年度報告書(案)」について検討を行い、報告書をとりまとめた。 

 

令和６年 12月 10日  「環境監視結果令和５年度報告書」を事業者に手交するとともに、府政情

報センター等において公開した。 
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１－２ 環境監視結果の評価 

大阪湾広域臨海環境整備センター（以下「大阪湾センター」という。）等から、毎月報告された測定結

果について、環境監視計画に定められている監視基準値との比較を行うとともに、環境基準値との対比、

経月変化、大阪府及び関係自治体が実施している測定結果との比較検討を行い評価した。 

図 1-2-1にその作業フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 環境監視結果の評価・作業フロー 
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第 2 章   環境監視結果の評価  

 

２－１ 大阪沖処分場 

 

２－１－１ 環境監視の実施状況 

 

大阪沖処分場における令和６年度の環境監視の実施状況の概要を表 2-1-1に示す。また、調査地点

を図 2-1-1(1)～(2)に示す。 
 
 
 

表 2-1-1 廃棄物等埋立中に係る環境監視の実施状況の概要 

 

※１：５、８、11、２月 
 

  

項目 調査項目 調査頻度 
調査 

地点数 

水質 

周辺海域 COD等一般項目 １回/月 ５ 

処分場周辺 
COD等一般項目 ４回/年（※１） 

６ 
健康項目等 ２回/年（８、２月） 

護岸外周 

COD等一般項目 ４回/年（※１） 

３ 健康項目等 ４回/年（※１） 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 １回/年（８月） 

放流水 

及び内水 

pH,COD,DO,水温, 

濁度,T-N 
連続測定 １（放流水のみ） 

SS、FSS １回/週 ２ 

pH、COD、T-N １回/月 ２ 

T-P、n-ﾍｷｻﾝ抽出物質、 

大腸菌群数 
４回/年（※１） ２ 

健康項目等 ４回/年（※１） ２ 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 
４回/年（※１） １（放流水のみ） 

２回/年（８、２月） １（内水のみ） 

底質 
COD等一般項目 ２回/年（８、２月） ５ 

有害項目 ２回/年（８、２月） １ 

大気質 
SO2、NO、NO2、SPM 

風向、風速 
通年 １ 

騒音 

低周波音 

騒音レベル、 

低周波音圧レベル 
２回/年（４、10月） １ 

悪臭 
臭気強度、臭気指数、 

特定悪臭物質濃度 
２回/年（８、９月） １ 
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図 2-1-1(1) 調査地点 
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図 2-1-1(2) 調査地点 
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○ 廃棄物処分場周辺水質調査地点（護岸から500m） （6地点）
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２－１－２ 環境監視結果 

（１） 水質 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-1-2に示す。 

 

表 2-1-2(1) 環境監視結果の概要及び評価（水質） 

 監視結果の概要 評価 

（
１
～
５
） 

周
辺
海
域 

○ 生活環境項目（年報 P.6-2-3～14） 

 

pHについては、７月(上層)及び２月

（下層）に、事業実施前の調査結果の

最大値を上回る地点があった。７月は

周辺の環境基準点の上層においても

広範囲にわたって環境基準値を上回

っていた。また、２月の下層の高い pH

値は広範囲にわたる現象ではなかっ

たが、水温躍層の崩壊により上層と下

層の海水が混合し、下層の水質が上層

の水質の影響を受けたことが一因と

推察された。 

 

COD については、５月、８月及び１

月に事業実施前の調査結果の最大値

を上回る地点があった。５月及び１月

は周辺の環境基準点においても広範

囲にわたって環境基準値を上回って

いた。８月は調査地点西側の兵庫県側

水域の２地点で環境基準値を上回っ

ており、調査前々日の降雨による河川

からの有機汚濁物質の流入が原因と

推察された。 

 

DOについては、概ね事業実施前の調

査結果の範囲内であり、周辺の環境基

準点と同程度であった。 

 

T-N については、事業実施前の調査

結果の最大値を下回っており、周辺の

環境基準点と概ね同程度であった。 

 

T-P については、１月に事業実施前

の調査結果の最大値を上回る地点が

あったが、周辺の環境基準点において

も環境基準値を上回っていた。 

 

生活環境項目は全ての項目におい

て、周辺の環境基準点と概ね同程度

で、平成 12 年度以降概ね横ばいの傾

向を示している。 

○生活環境項目については、本事業地に近

接する環境基準点の値と比較した結果、

経月変化と概ね同様の傾向であり、経年

変化で見ても概ね横ばいとなっており、

事業による影響は小さいと考えられる。 

  

しかし、本事業地は環境基準の達成が

厳しい海域にあることから、今後も周辺

海域も含め、pH、COD、DO、T-N 及び T-P

濃度の推移を注視する必要がある。 

 

 

  

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/19831/r6nenpo_honpen.pdf
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表 2-1-2(2) 環境監視結果の概要及び評価（水質） 

 監視結果の概要 評価 

放
流
水
及
び
内
水 

○ 放流水及び内水（年報 P.6-3-6～11） 

 

放流水については、健康項目等やダイ

オキシン類を含む全ての項目で基準値及

び管理目標値を下回っていた。 

 

内水については、昨年度に引き続き、T-

N濃度が放流水の管理目標値（30mg/L）を

上回っていた（33～45mg/L,平均値

38mg/L）。 

○放流水については、全ての項目で基準

値及び管理目標値を下回っており、経

年変化で見ても概ね横ばいとなって

いるため、事業による影響は小さいと

考えられる。 

 

内水の T-Nについては、放流水の管

理目標値を上回り、近年高い値で推移

しているため、今後の推移を注視する

とともに、窒素低減装置の適切な運用

を図る必要がある。 

（
13
～
18
） 

処
分
場
周
辺 

○ 生活環境項目（年報 P.6-5-5,6,8～17） 

 

pHについては、２月（下層）に廃棄物

等受入前の調査結果の最大値を上回る地

点があった。下層の高い pH値は広範囲に

わたる現象ではなかったが、水温躍層の

崩壊により上層と下層の海水が混合し、

下層の水質が上層の水質の影響を受けた

ことが一因と推察された。 

その他の項目は、廃棄物等受入前の調

査結果と同程度及び周辺の環境基準点と

同程度の値であった。 

 

○健康項目等（年報 P.6-5-5,7） 

 

基準値の定められている項目は、全て

の調査地点において、上層及び下層とも

環境基準値を下回っていた。 

○生活環境項目の調査結果については、

本事業地に近接する環境基準点と同

程度であり、事業による影響は小さい

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○健康項目等については、全ての調査地

点において環境基準値を下回ってお

り、事業による影響は小さいと考えら

れる。 

（
19
～
21
） 

護
岸
外
周 

○ 生活環境項目（年報 P.6-4-5,6,8～17） 

 

pH及び CODについて２月（下層）に廃

棄物受入前調査結果の最大値を上回る地

点があった。これらの下層の高い値は広

範囲にわたる現象ではなかったが、水温

躍層の崩壊により上層と下層の海水が混

合し、下層の水質が上層の水質の影響を

受けたことが一因と推察された。その他

の月及び項目は廃棄物等受入前の調査結

果と同程度であり、全ての項目で周辺の

環境基準点と同程度の値であった。 

 

○ 健康項目等（年報 P.6-4-5,7） 

 

  基準値の定められている項目は、全て

の調査地点において、上層及び下層とも

環境基準値を下回っていた。 

○生活環境項目については、本事業地に

近接する環境基準点と同程度であり、

事業による影響は小さいと考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○健康項目等については、全ての調査地

点において環境基準値を下回ってお

り、事業による影響は小さいと考えら

れる。 

 

 

  

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/19831/r6nenpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/19831/r6nenpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/19831/r6nenpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/19831/r6nenpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/19831/r6nenpo_honpen.pdf
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（２） 底質 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-1-3に示す。 

表 2-1-3 環境監視結果の概要及び評価（底質） 

地点 監視結果の概要 評価 

 
 

（
２
～
５
）
（
15
） 

監
視
点 

○底質（年報 P.6-6-7～10） 

 

 COD、硫化物、T-N、T-Pとも、事業実施

前調査結果及び周辺環境基準点と同程度

であった。 

 

総水銀は 0.48～0.53mg/kg 乾泥であ

り、生活環境保全目標値（25mg/kg乾泥）

を下回っていた。 

 

PCB は報告下限値未満～0.02mg/kg 乾

泥であり、生活環境保全目標値（10mg/kg

乾泥）を下回っていた。 

○ COD、硫化物及び T-Nについては、周辺

の環境基準点と同程度であり、事業によ

る影響は小さいと考えられる。 

T-P については、令和６年度は周辺の

環境基準点と比較して同程度であるもの

の、過年度に濃度の上昇があったことか

ら、引き続き推移を注視する必要がある。 

総水銀及び PCB については、生活環境

保全目標値を下回っており、事業による

影響は小さいと考えられる。 

 

（３） 大気質 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-1-4に示す。 

 

表 2-1-4 環境監視結果の概要及び評価（大気質） 

地点 監視結果の概要 評価 

南
港
中
央
公
園 

○ 大気質（SO２、NO２、SPM）(年報 P.6-1-

3,4) 

 

 SO ２ 濃度の１時間値の最大値が

0.034ppm 、 日 平 均 値 の 最 大 値 が

0.007ppm、日平均値の年間 2%除外値は

0.006ppmであり、いずれも環境基準値を

下回っていた。 

 

 NO２濃度の日平均値の年間 98%値は

0.038ppmであり、環境基準値を下回って

いた。 

 

 SPM 濃度の１時間値の最大値が

0.082mg/m３、日平均値の最大値が 0.048 

mg/m３、日平均値の年間 2%除外値が

0.034mg/m３であり、いずれも環境基準値

を下回っていた。 

○ SO２、NO２及び SPM の各項目とも環境基

準値を下回っており、経年変化を見ても

概ね横ばいの傾向で推移しており、事業

による影響は小さいと考えられる。 

 

 

 

  

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/19831/r6nenpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/19831/r6nenpo_honpen.pdf
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（４） 騒音・低周波音 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-1-5に示す。 

 

表 2-1-5 環境監視結果の概要及び評価（騒音・低周波音） 

地点 監視結果の概要 評価 

大
阪
南
港
野
鳥
園 

○ 騒音・低周波音(年報 P.6-7-3～5) 

 

 騒音レベル(LAeq)は４月の昼間平均値

が 48dB、夜間平均値が 44dB、10 月の昼

間平均値が 50dB、夜間平均値 43dB であ

り、環境基準値を下回っていた。 

 

 低周波音圧レベル(L50)は、４月が 71 

dB、10 月が 71dB であり、いずれも環境

影響評価書における予測結果（73dB）を

下回っていた。 

 

 

○ 騒音レベル(LAeq)については、環境基準

値を下回っており、事業による影響は小

さいと考えられる。 

 

 

○ 低周波音圧レベル(L50)については、環

境影響評価書における予測結果を下回っ

ており、事業実施前と概ね同程度で推移

しているため、事業による影響は小さい

と考えられる。 

 

（５） 悪臭 

監視結果の概要及び評価を表 2-1-6に示す。 

 

表 2-1-6 環境監視結果の概要及び評価（悪臭） 

地点 監視結果の概要 評価 

大
阪
南
港
野
鳥
園 

○ 悪臭(年報 P.6-8-3～5) 

 

８月及び９月の調査ともに、臭気指数

は 10未満、臭気強度は０であった。 

 

また、特定悪臭物質濃度については、

８月にアンモニアが 0.1ppm 検出された

ものの、それ以外の月及び項目は全て定

量下限値未満であった。 

○ 臭気強度は０（無臭）であり、臭気指

数は規制基準値を下回っていた。また、

特定悪臭物質濃度についても８月にア

ンモニアが 0.1ppm検出された以外は全

ての月及び項目で報告下限値未満であ

ったことから、事業による影響は小さ

いと考えられる。 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/19831/r6nenpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/19831/r6nenpo_honpen.pdf
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２－２ 泉大津沖処分場及び泉大津基地 

２－２－１ 環境監視の実施状況 

泉大津沖処分場及び泉大津基地における令和６年度の環境監視の実施状況の概要を表 2-2-1 に示

す。また、泉大津沖処分場の仮防波堤の建設に伴う環境監視については、表 2-2-2のとおり実施され

た。それぞれの環境監視点位置図を図 2-2-1及び図 2-2-2に示す。 

 

表 2-2-1 泉大津沖処分場及び泉大津基地における環境監視の実施状況の概要 

項 目 調査項目 調査頻度 
調査 

地点数 

水質 

濁度、COD等生活環境項目     15項目 
Cd等健康項目            31項目 
フェノール類等特殊項目     ８項目 
ダイオキシン類         １項目 

項目により 
連続測定、 
１回／週、 
１回／月、 
４回／年、 
２回／年、 
１回／年 
（注） 

11 

ノニルフェノール、LAS       ２項目 
１回／年（８月） 
（自主調査項目） 

６ 

底質 
含水率等一般項目        ８項目 
Cd等健康項目           14項目 

２回／年 
（８､２月） 

６ 

海生生物 

プランクトン類等         ４項目 

４回／年 
（５､８､11､２月) 

６ 

付着生物            １項目 ２ 

漁業生物            １項目 ２ 

交通量 
総交通量(大型車、大型車以外)      １項目 
廃棄物輸送車数(大型車、大型車以外) １項目 

４回／年 
（５､８､11､２月) 

３ 

騒音・振動 騒音レベル、振動レベル       ２項目 
２回／年 
(５､11月) 

２ 

大気質 SO2、NO、NO2、SPM、風向、風速    ６項目 
４回／年 

（５､８､11､２月) 
２ 

悪臭 
臭気濃度、臭気指数、臭気強度  ３項目 
悪臭物質              22項目 

２回/年(６､８月) 
１回/年(８月) 

２ 
１ 

発生ガス メタン濃度              １項目 ２回／年(８､２月) ２ 

（注）水質調査頻度は調査項目により異なる。 

４回／年の調査は、５月、８月、11月、２月に実施 

２回／年の調査は、８月、２月に実施 

１回／年の調査は、８月に実施 

大気質は１週間の連続測定 

 

 

表 2-2-2 泉大津沖処分場仮防波堤の建設に係る環境監視調査の実施状況の概要 

項目 監視項目 監視頻度 監視点 採水層 

水質 
濁度,COD, 

SS,FSS 
１回/月 

仮防波堤の近傍２点 

（両側 50ｍ） 

中層 

（海面下 3ｍ） 
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図 2-2-1 環境監視点位置図 

  

泉大津沖処分場 

B 海域 

C 海域 

（参考）周辺の環境基準点 
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図 2-2-2 水質特別監視点位置図 

安定型区画 

《凡例》 

◆：仮防波堤設置後の環境監視点 
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２－２－２ 環境監視結果 

（１） 水質 

 

ア）監視基準 

埋立処分場近傍海域の水質（濁り）の監視基準は、表 2-2-3のとおり基本監視点（６点）の FSS（不

揮発性浮遊物質量）について設定している。また、管理の目安値として濁度を基本監視点において設

定している。 

 

表 2-2-3 埋立処分場近傍海域の水質（濁り）の監視基準 

区分 対象地点 項目 
表層 

（海面下 1ｍ） 

底層 

（海底上 2ｍ） 

監視基準 基本監視点 ＦＳＳ 5mg/L以下 7mg/L以下 

管理の 

目安値 
基本監視点 濁度 11度以下 9度以下 

 

※監視基準（管理の目安値）の取り扱い 

監視基準（管理の目安値）を超えたときは、直ちに補足調査等を実施し、原因の究明を行う。 
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イ）環境監視結果の評価 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-2-4に示す。 

 

表 2-2-4(1) 環境監視結果の概要及び評価（水質） 

 監視結果の概要 評価 

基

本

監

視

点

）

St.

１

・

３ 

 

７ 

（  
及

び

補

助

監

視

点 

）

St.

12

・

13

（  

○ FSS・濁度（年報 P.20,21,48,49,51,54

～56,68） 

 

 FSS について、表層は<1～1mg/L、底層

は<1～2mg/Lの範囲にあり、いずれも監視

基準値（表層 5mg/L、底層 7mg/L）以下で

あった。 

 濁度について、表層は<1～2度(ｶｵﾘﾝ)、

底層は<1～5度(ｶｵﾘﾝ)の範囲にあり、いず

れも管理の目安値（表層 11 度(ｶｵﾘﾝ)、底

層 9度(ｶｵﾘﾝ)）を下回っていた。 

 

○ 健康項目（年報 P.24,25,64,66,68） 

 いずれの地点においても、環境基準値を

下回っていた。 

 

○ 生活環境項目

（年報 P.20,21,24,25,48,52～55,57,63,65,68,69,71） 

 

 pH については、Ｃ類型の表層で 24 回、

Ｂ類型の表層で３回、環境基準値を上回っ

ていたが、事業実施前の水質調査結果の範

囲内であった。底層についてはいずれの地

点においても環境基準値を下回っていた。 

 

 COD については、Ｂ類型の表層で２回環

境基準値を上回っていたが、事業実施前の

水質調査結果の範囲内であった。その他の

地点については、全て環境基準値を下回っ

ていた。 

 

 DOについては、Ｂ類型の表層で１回、底

層で４回環境基準値を下回っていたが、事

業実施前の水質調査結果の範囲内であっ

た。その他の地点については、全て環境基

準値を上回っていた。 

 

 T-N については、いずれの地点において

も、環境基準値を下回っていた。 

 

 T-P については、Ⅳ類型の表層で２回、

底層で１回、Ⅲ類型の表層で３回、底層で

３回、環境基準値を上回っていたが、事業

実施前の水質調査結果の範囲内であった。 

 

 ノルマルヘキサン抽出物質については、

いずれの地点においても報告下限値未満

であり、環境基準値を下回っていた。 

○ FSSは全て監視基準値以下、濁度は全て

管理の目安値以下であったことから、事

業による影響は小さいと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 健康項目は、全ての調査地点において

環境基準値を下回っており、事業による

影響は小さいと考えられる。 

 

○  生 活 環 境 項 目 に つ い て は 、

pH,COD,DO,T-Pにおいて、環境基準値の超

過があったが、事業実施前の水質調査結

果の範囲内であることから、事業による

影響は小さいと考えられる。 

 

 

～ 

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
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表 2-2-4(2) 環境監視結果の概要及び評価（水質） 

 

（２） 底質 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-2-5に示す。 

 

表 2-2-5 環境監視結果の概要及び評価（底質） 

 監視結果の概要 評価 

基

本

監

視

点

）

St.

１

・

３ 

 

７ 

（  
 

 

○ 底質（年報 P.72～76） 

 カドミウム及び総水銀の調査結果につい

ては、本事業地に近い大阪府所管監視点と

比較して高い値を示した地点があった。そ

れ以外の項目については本事業地に近い大

阪府所管監視点の測定結果と同程度であっ

た。 

 

 

 

〇 従来の測定結果と概ね同程度であり、事

業による影響は小さいと考えられるが、カ

ドミウム及び総水銀については大阪府所管

監視点と比較して高い値を示した地点があ

ったことから、引き続き推移を注視する必

要がある。 

  

 監視結果の概要 評価 

管
理
型
区
画
内
水

）

St.
８

（

及
び
放
流
水

）

St.
1 1 

（  

○ 生活環境項目、特殊項目、健康項目（年

報 P.18～20,22,23,27,34～42,44,46,56

～62） 

 

放流水については、すべての項目につ

いて管理基準値以下であった。 

 

○ ダイオキシン類濃度（年報 P26,67） 

 

 放流水のダイオキシン類濃度は管理基

準値（10pg-TEQ/L）以下で推移している。 

 

○ 排水処理施設からの放流水は、すべて

の項目について管理基準値以下であるこ

とから、事業による影響は小さいと考え

られる。 

 

 

 

○ 管理型区画放流水のダイオキシン類濃

度は管理基準値以下であることから、事

業による影響は小さいと考えられる。 

 

仮
防
波
堤
設
置
後
の
監
視
地
点 

○ 仮防波堤の建設に係る環境監視結果

（年報 P.143,144） 

 

 濁度は、No.A が＜1～1 度(ｶｵﾘﾝ)、No.B

が＜1～2 度(ｶｵﾘﾝ)であり、基本監視点にお

ける濁度の管理目安値（表層 11 度(ｶｵﾘﾝ)、

底層 9 度(ｶｵﾘﾝ)）以下であった。 

○ 濁度は低く、事業による影響は小さい

と考えられる。 

～ 

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
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（３） 海生生物 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-2-6に示す。 

 

表 2-2-6 環境監視結果の概要及び評価（海生生物） 

 監視結果の概要 評価 

基
本
監
視
点 

○ 植物プランクトン、稚仔魚、底生生物及

び漁業生物の出現種類数の経年変化(図 2-

2-3) 

 

いずれも出現種類数は、過年度と同程度

であった。 

 

○ いずれも出現種類数に大きな変化は認め

られなかったことから、事業による影響は

小さいと考えられる。 
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図 2-2-3 海生生物の総出現種数の経年変化 
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（４） 交通量 

監視結果の概要を表 2-2-7 に示す。 

 

表 2-2-7 監視結果の概要(交通量)  

 監視結果の概要 

泉
大
津
基
地
周
辺
３
地
点 

○ 交通量（年報 P.125～128） 

 

総交通量に占める廃棄物輸送車混入率の平均は、№Ａ地点で 0.1％、№Ｂ地点で

0.0％、№Ｃ地点で 0.4％であった。 

 

  廃棄物輸送車混入率の平均は、全ての地点で令和５年度と同程度であった。 

  （参考）令和５年度 №Ａ地点 0.0％、№Ｂ地点 0.0％、№Ｃ地点 1.0％ 

  

  

（５） 大気質 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-2-8に示す。 

 

表 2-2-8 環境監視結果の概要および評価（大気質） 

 監視結果の概要 評価 

泉
大
津
基
地
周
辺
２
地
点 

○ 大気質（SO２、NO２、SPM、風向、風速）

（年報 P.132～137） 

 

 SO２濃度の１時間値の最大値は、№Ａ

地点は 0.008ppm、№Ｂ地点は 0.010ppm、

日平均値の最大値は、№Ａ地点は

0.004ppm、№Ｂ地点は 0.006ppmであり、

いずれも環境基準値を下回っていた。 

 

 NO２濃度の日平均値の最大値は、№Ａ

地点は 0.030ppm、№Ｂ地点は 0.022ppm

であり、いずれも環境基準値を下回って

いた。 

 

 SPM濃度の１時間値の最大値は、№Ａ

地 点 は 0.047mg/m3 、 № Ｂ 地 点 は

0.045mg/m3、日平均値の最大値は、№Ａ

地 点 は 0.026mg/m3 、 № Ｂ 地 点 は

0.019mg/m3であり、いずれも環境基準値

を下回っていた。 

 

○ SO２、NO２、SPM の各項目とも全ての地

点で環境基準値を下回っており、また、

廃棄物輸送車混入率の平均は No.Ａ地

点で 0.1％、No.Ｂ地点で 0.0％と低いこ

とから、事業による影響は小さいと考え

られる。 

 

  

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
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（６） 騒音・振動 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-2-9に示す。 

 

表 2-2-9 環境監視結果の概要及び評価（騒音・振動） 

 監視結果の概要 評価 

泉
大
津
基
地
周
辺
２
地
点 

○ 騒音・振動（年報 P.129～131） 

 

 騒音レベル(LAeq)は、№Ａ地点で５月、

11 月ともに 71dB であり、環境基準値

（70dB）を上回っていたものの、要請限

度（75dB）は下回っていた。 

また、№Ｂ地点で５月が 71dB、11 月

が 70dB であり、５月は環境基準値

（70dB）を上回っていたものの要請限度

（75dB）は下回り、11 月は環境基準値

（70dB）と同値であった。 

 

 振動レベル(L10)は、№Ａ地点で５月、

11月ともに 44dB であり、№Ｂ地点で５

月、11月ともに 38dBであった。 

 

 

○ No.Ａ地点及び№Ｂ地点における騒音

が環境基準値を上回ったが、廃棄物輸送

車混入率の平均が 0.0～0.1％と低いこ

とから、事業による影響は小さいと考え

られる。 

 

 

 

 

 

○ 振動については要請限度（70dB）を

大きく下回っており、廃棄物輸送車混入

率の平均も 0.0～0.1％と低いことか

ら、事業による影響は小さいと考えられ

る。 

 

（７） 悪臭・発生ガス 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-2-10に示す。 

 

表 2-2-10 環境監視結果の概要及び評価（悪臭・発生ガス） 

 監視結果の概要 評価 

泉
大
津
基
地
周
辺
５
地
点 

○ 悪臭（年報 P.138～140） 

 

 ６月及び８月の調査ともに、臭気指数

は 10未満、臭気強度は 0であった。 

 また、管理型区画護岸における悪臭物

質濃度（22物質）の調査結果は、規制基

準値を下回っていた。 

 

○ 管理型区画内（陸域部分）での発生ガ

ス（メタン）の調査結果（年報 P.141～

142） 

 

発生ガス中（地中管内）のメタン濃度

は、Ｆ１が 3.0ppm 及び 3.5ppm､Ｆ２が

2.0ppm 及び 9.9ppm、大気環境中のメタ

ン濃度は、Ｆ１が 2.6ppm及び 3.0ppm、

Ｆ２が 3.1ppm及び 4.0ppmであった。 

○ 臭気指数及び悪臭物質濃度は、指導指

針値又は規制基準値を下回っているこ

とから、事業による影響は小さいと考え

られる。 

 

 

 

 

○ 発生ガス中のメタン濃度は、Ｆ１に

おいて令和３年２月に 85,000ppmの高

濃度が観測されたため、引き続き推移

を注視していく必要がある。 

 

 

  

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
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２－３ 大阪基地 

２－３－１ 環境監視の実施状況 

 

大阪基地における令和６年度の環境監視の実施状況の概要を表 2-3-1に示す。また、調査地点を

図 2-3-1に示す。 

 令和６年度においては、監視計画どおりに実施された。 

 

表 2-3-1 大阪基地における環境監視の実施状況の概要 

項目 調査項目 調査頻度 
調査 

地点数 

交通量 
総交通量（大型車、大型車以外） 

廃棄物輸送車数（大型車、大型車以外） 

１項目 

１項目 
４回/年 ３ 

大気質 NO、NO2、SPM、SO2、風向、風速 ６項目 ４回/年 ２ 

騒音・振動 騒音ﾚﾍﾞﾙ、振動ﾚﾍﾞﾙ ２項目 ２回/年 ２ 

悪 臭 臭気濃度、臭気指数、臭気強度 ３項目 ２回/年 ２ 

 

（注） ４回/年の調査は、５月、８月、11月、２月に実施 

騒音・振動は５月、11月に実施 

悪臭は６月、８月に実施 

大気質は１週間の連続測定 
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図 2-3-1 大阪基地の調査地点 
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２－３－２ 環境監視結果 

（１） 交通量 

環境監視結果の概要を表 2-3-2に示す。 

 

表 2-3-2 環境監視結果の概要（交通量） 

地点 監視結果の概要 

大
阪
基
地
周
辺
３
地
点 

○ 交通量（年報 P149～151） 

 

 総交通量に占める廃棄物輸送車混入率の平均は、№１地点で 0.2％、№２地点で

0.1％、№４地点で 13.3％であった。なお、№４地点の総交通量（大型車）に占め

る廃棄物輸送車（大型車）混入率の平均は 30.3％であった。 

 

 廃棄物輸送車混入率の平均は、全ての地点で令和５年度と同程度であった。 

  （参考）令和５年度 №１地点 0.1％、№２地点 0.0％、№４地点 15.9％(総交通

量（大型車）に占める廃棄物輸送車（大型車）混入率 42.3％) 

 

 

（２） 大気質 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-3-3に示す。 

 

表 2-3-3 環境監視結果の概要及び評価（大気質） 

地点 監視結果の概要 評価 

大
阪
基
地
周
辺
２
地
点 

○ 大気質（SO２、NO２、SPM、風向、風速）

（年報 P.155～160） 

 

 SO２濃度の１時間値の最大値は、№２

地点は 0.010ppm、№３地点は 0.012ppm

日平均値の最大値は、№２地点は

0.006ppm、No.３地点は 0.006ppmで、い

ずれも環境基準値を下回っていた。 

 

 NO２濃度の日平均値の最大値は、№２

地点は 0.021ppm、№３地点は 0.022ppm

であり、いずれも環境基準値を下回って

いた。 

 

SPM濃度の１時間値の最大値は、№２

地 点 は 0.070mg/m3 、 № ３ 地 点 は

0.101mg/m3、日平均値の最大値は、№２

地 点 が 0.038mg/m3 、 № ３ 地 点 が

0.037mg/m3であり、いずれも環境基準値

を下回っていた。 

○ SO２、NO２、SPM の各項目とも全ての地

点で環境基準値以下であり、また、廃棄

物輸送車混入率の平均は、No.１地点で

0.2％、No.２地点で 0.1％と低いことか

ら、事業による影響は小さいと考えられ

る。 

  

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
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（３） 騒音・振動 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-3-4に示す。 

 

表 2-3-4 環境監視結果の概要及び評価（騒音・振動） 

地点 監視結果の概要 評価 

大
阪
基
地
周
辺
２
地
点 

○ 騒音・振動（年報 P.152～154） 

 

 騒音レベル(LAeq）は№２地点で５月が

70dB、11月が 69dBであり、環境基準値

（70dB）を下回っていた。また、№３地

点で５月が 58dB であり、11 月が 57dB

であり、環境基準値（65dB）を下回って

いた。 

 

 振動レベル(L10)は№２地点で５月、

11月ともに 46dB であり、№３地点で５

月、11月ともに 38dBであった。 

 

 

○ 騒音については、全ての地点で環境基

準値を下回っており、また、廃棄物輸送

車混入率の平均が、0.1～0.2％と低いこ

とから、事業による影響は小さいと考え

られる。 

  

 

○ 振動については、全ての地点で要請限

度（65dB）を大きく下回っており、廃棄

物輸送車混入率の平均が 0.1～0.2％と

低いことから、事業による影響は小さい

と考えられる。 

 

（４） 悪臭 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-3-5に示す。 

 

表 2-3-5 環境監視結果の概要及び評価（悪臭） 

地点 監視結果の概要 評価 

大
阪
基
地
周
辺
２
地
点 

○ 各測定地点における悪臭の調査結果

（年報 P.161,162） 

 

 ６月及び８月の調査ともに、臭気濃度

及び臭気指数は 10 未満、臭気強度は 0

であった。 

 

○ 臭気指数は規制基準値を下回ってい

ることから、事業による影響は小さいと

考えられる。 

 

 

  

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
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２－４ 堺基地 

２－４－１ 環境監視の実施状況 

 

堺基地における令和６年度の環境監視の実施状況の概要を表 2-4-1に示す。また、調査地点を図 2-4-

1 に示す。 

令和６年度においては、監視計画どおりに実施された。 

 

表 2-4-1 堺基地における環境監視の実施状況の概要 

項目 調査項目 調査頻度 
調査 

地点数 

交通量 
総交通量（大型車、大型車以外） 

廃棄物輸送車数（大型車、大型車以外） 

１項目 

１項目 
４回/年 ４ 

大気質 NO、NO2、SPM、SO2、風向、風速 ６項目 ４回/年 ２ 

騒音・振動 騒音ﾚﾍﾞﾙ、振動ﾚﾍﾞﾙ ２項目 ２回/年 ２ 

悪臭 臭気濃度、臭気指数、臭気強度 ３項目 ２回/年 ２ 

（注） ４回/年の調査は、５月、８月、11月、２月に実施 

騒音・振動は５月、11月に実施 

悪臭は６月、８月に実施 

大気質は１週間の連続測定 
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図 2-4-1 堺基地の調査地点 

 

 

 

        廃棄物輸送車走行ルート 
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２－４－２ 環境監視結果 

（１） 交通量 

環境監視結果の概要を表 2-4-2に示す。 

 

表 2-4-2 環境監視結果の概要（交通量） 

地点 監視結果の概要 

堺
基
地
周
辺
４
地
点 

○ 交通量（年報 P.167～169） 

 

 総交通量に占める廃棄物輸送車混入率の平均は、№１地点で 0.1％、№２地点

で 0.1％、№３地点で 0.1％、№４地点で 91.2％であった。 

 

 廃棄物輸送車混入率の平均は、全ての地点で令和５年度と同程度であった。 

  （参考）令和５年度 №１地点 0.1％、№２地点 0.0％、 

№３地点 0.0％、№４地点 88.4％ 

 

 

 

 

（２） 大気質 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-4-3に示す。 

 

表 2-4-3 環境監視結果の概要および評価（大気質） 

地点 監視結果の概要 評価 

堺
基
地
周
辺
２
地
点 

○ 大気質（SO２、NO２、SPM、風向、風速）

（年報 P.173～178） 

 

  SO2 濃度の１時間値の最大値は、№１

地 点 は 0.011ppm 、 № ２ 地 点 は

0.016ppm、日平均値の最大値は、№１地

点は 0.008ppm、№２地点は 0.008ppmで

あり、いずれも環境基準値を下回って

いた。 

 

 NO２濃度の日平均値の最大値は、№１

地点は 0.035ppm、№２地点は 0.033ppm

で、いずれも環境基準値を下回ってい

た。 

 

 SPM濃度の１時間値の最大値は、№１

地 点 は 0.055mg/m3 、 № ２ 地 点 は

0.055mg/m3、日平均値の最大値は、№１

地 点 は 0.027mg/m3 、 № ２ 地 点 は

0.026mg/m3 で、いずれも環境基準値を

下回っていた。 

 

○ SO２、NO２、SPMの各項目とも全ての地点

で環境基準値を下回っており、また、廃

棄物輸送車混入率の平均は、No.１地点、

No.２地点ともに 0.1％と低いことから、

事業による影響は小さいと考えられる。 

 

  

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
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（３） 騒音・振動 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-4-4 に示す。 

 

表 2-4-4 環境監視結果の概要及び評価（騒音・振動） 

地点 監視結果の概要 評価 

堺
基
地
周
辺
２
地
点 

○ 騒音・振動（年報 P.170～172） 

 

 騒音レベル(LAeq)は、№１地点で５月、

11月ともに 74dBであり、いずれも環境

基準値(70dB)を上回っていたが、要請

限度（75dB）以下であった。また､№２

地点では５月、11 月ともに 65dB であ

り、環境基準値(70dB)を下回っていた。 

 

 振動レベル(L10)は 40～47dB であっ

た。 

 

 

○ 騒音については、№１地点で環境基準

値を上回ったが、廃棄物輸送車混入率の

平均が 0.1％と低いことから、事業によ

る影響は小さいと考えられる。 

 

 

 

○ 振動については、全ての地点で要請限

度（No.１:65dB、No.２:70dB）を大きく

下回っており、廃棄物輸送車混入率の平

均が 0.1％と低いことから、事業による

影響は小さいと考えられる。 

 

（４） 悪臭 

環境監視結果の概要及び評価を表 2-4-5に示す。 

 

表 2-4-5 環境監視結果の概要及び評価（悪臭） 

地点 監視結果の概要 評価 

堺
基
地
周
辺
２
地
点 

○ 悪臭（年報 P.179,180） 

 

 ６月及び８月の調査ともに、臭気濃度

及び臭気指数は 10未満、臭気強度は 0で

あった。 

○ 臭気指数は規制基準値を下回ってい

ることから、事業による影響は小さい

と考えられる。 

 

 

  

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/97983/r6nennpo_honpen.pdf
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２－５ まとめ 

２－５－１ 環境監視結果の評価 

（１）海域監視 

○海域の水質の監視結果は、大阪沖処分場、泉大津沖処分場ともに、周辺の環境基準点における調査

結果と同程度又は事業実施前の調査結果の範囲内等であることから、事業による影響は小さいもの

と考えられるが、大阪沖処分場は環境基準の達成が厳しい海域にあることから、引き続き COD、T-

P等の推移を注視する必要がある。 

○大阪沖処分場及び泉大津沖処分場の排水処理施設からの放流水の水質は、いずれも管理基準値等を

下回っており、事業による影響は小さいものと考えられるが、大阪沖処分場の内水の T-N濃度は近

年高い値で推移しているため、引き続き推移を注視する必要がある。 

○底質の監視結果については、大阪沖処分場は周辺の環境基準点と同程度あるいは生活環境保全目標

値を下回っていたことから事業による影響は小さいと考えられるものの、過年度に一部の項目で濃

度の上昇があったことを踏まえ引き続き推移を注視する必要がある。また、泉大津沖処分場の一部

の項目（カドミウム及び総水銀）について大阪府所管監視点と比較して高濃度が認められたことか

ら、引き続き推移を注視する必要がある。 

○泉大津沖処分場の海生生物の監視結果については、過年度と比較して大きな変化は認められなかっ

たことから、事業による影響は小さいものと考えられる。 

（２）陸域監視 

○大阪沖処分場、泉大津沖処分場及び各基地の大気質、騒音・振動及び悪臭の監視結果については、

環境基準を達成していること等から、事業による影響は小さいものと考えられる。 

○泉大津沖処分場の発生ガス中のメタン濃度は、近年は低い値で推移しているが、令和２年度及び令

和３年度に高い値が観測されているため、引き続き推移を注視する必要がある。 

 

２－５－２ 環境保全上の措置  

○大阪沖処分場においては、内水の T-N濃度が近年高い値で推移していることから、引き続き推移を

注視するとともに、窒素低減装置等の適切な運用を図る必要がある。 

○廃棄物輸送車の集中による沿道環境（大気質、騒音・振動）への影響の軽減を図るため、今後も廃

棄物輸送車のルート指定対策を継続する必要がある。 
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「大阪湾圏域広域処理場整備事業に係る大阪府域環境保全協議会」設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この協議会は、大阪府域における大阪湾圏域広域処理場整備事業に係る埋立処分 

 場、積出基地周辺の環境監視及び環境保全対策の実施に関し、大阪湾広域臨海環境整備 

 センター（以下「大阪湾センター」という。）を指導することにより、地域住民の生活 

 環境の保全を図ることを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 この協議会は、「大阪湾圏域広域処理場整備事業に係る大阪府域環境保全協議会」 

 （以下「協議会」という。）という。 

 

（業務内容） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

（１）大阪湾センターが立案する施設建設工事及び埋立処分事業に係る環境監視計画等環 

 境監視方法に関する指導 

（２）大阪湾センターが行った環境監視の結果に関する評価 

（３）大阪湾センターが立案する環境保全対策に関する指導 

（４）第１号から第３号に掲げる業務に関する資料の公開 

２ 協議会が対象とする施設は、次のとおりとする。 

埋立処分場 泉大津沖処分場、大阪沖処分場 

積出基地 大阪基地、堺基地、泉大津基地 

 

（組織） 

第４条 協議会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 協議会に会長を置き、大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課長をもって 

これに充てる。 

３ 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、これを主宰する。 

４ 会長は、必要に応じ協議会の会議に大阪湾センター等の関係者の出席を求めることが

できる。 

 

（事務局） 

第５条 協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課に置く。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

２ 第１条の目的を達成するため、大阪湾圏域広域処理場整備事業と密接に関連する事業 

 の事業者の協力を求めることができる。 

 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成元年７月６日から施行する。 

２ この要綱の一部改正は、平成 10年６月５日から施行する。 

３ この要綱の一部改正は、平成 12年４月 27日から施行する。 

４ この要綱の一部改正は、平成 13年５月２日から施行する。 

５ この要綱の一部改正は、平成 14年５月 27日から施行する。 

６ この要綱の一部改正は、平成 15年６月５日から施行する。 

７ この要綱の一部改正は、平成 17年４月１日から施行する。 

８ この要綱の一部改正は、平成 18年４月１日から施行する。 

９ この要綱の一部改正は、平成 19年４月１日から施行する。 

10 この要綱の一部改正は、平成 20年 11月１日から施行する。 



 

 

11 この要綱の一部改正は、平成 21年４月１日から施行する。 

12 この要綱の一部改正は、平成 22年４月１日から施行する。 

13 この要綱の一部改正は、平成 23年４月１日から施行する。 

14 この要綱の一部改正は、平成 24年４月１日から施行する。 

15 この要綱の一部改正は、平成 25年８月 29日から施行する。 

16 この要綱の一部改正は、平成 26年４月１日から施行する。 

17 この要綱の一部改正は、平成 30年４月１日から施行する。 

18 この要綱の一部改正は、平成 31年４月１日から施行する。 

19 この要綱の一部改正は、令和５年４月１日から施行する。 

20 この要綱の一部改正は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

別表 協議会構成員 

大阪府環境農林水産部 

 

 

 

循環型社会推進室資源循環課長 

環境管理室環境保全課長 

環境管理室事業所指導課長 

水産課長 

泉州農と緑の総合事務所環境指導課

長 

大阪市環境局環境管理部 

 

 

環境管理課長 

産業廃棄物規制担当課長 

環境規制課長 

堺市環境局環境保全部 

 

環境事業部 

産業振興局農政部 

環境共生課長 

環境対策課長 

環境事業管理課長 

農水産課長 

泉大津市市民生活部 環境課長 

地方独立行政法人大阪府立環境農林

水産総合研究所 

水産研究部長 
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